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臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

  

当社は、平成 25 年２月 28 日開催の取締役会において、平成 25 年４月 24 日開催予定の当社臨時株

主総会のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．臨時株主総会に係る基準日等について 

  当社は、平成 25 年２月 28 日開催の取締役会において、株式移転方式による持株会社設立を決議

しております。今後株式移転計画を作成の上、平成 25 年４月 24 日（水）に臨時株主総会（以下、「本

臨時株主総会」という。）を開催する予定としておりますが、本臨時株主総会において、議決権を行

使できる株主を確定するため、平成 25 年３月 18 日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿

に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。 

（1）基準日         平成 25 年３月 18 日（月） 

（2）公告日         平成 25 年３月 １日（金） 

（3）公告方法        電子公告（当社ホームページに掲載いたします） 

http://www.trustpark.co.jp  

（4）臨時株主総会開催予定日 平成 25 年４月 24 日（水） 

 

２．臨時株主総会開催予定日 

  日時：平成 25 年４月 24 日（水） 午前 10 時 

  場所：福岡市博多区下川端町３番２号 

ホテルオークラ福岡 「メイフェア」 

 

３．臨時株主総会付議議案 

  第１号議案 株式移転による完全親会社設立の件 

  第２号議案 定款一部変更の件 

 

４．定款変更の件 

（1）定款変更の理由 

   当社は、現行定款第９条において、定時株主総会にかかる基準日を定めておりますが、本臨時

株主総会において第１号議案が承認され、「トラストホールディングス株式会社」が設立されます

と、当社の株主は「トラストホールディングス株式会社」１名となりますので、当社の定款にお

ける上記の定時株主総会にかかる基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。従い

まして、現行定款第９条（基準日）を削除するとともに、この変更に伴い、現行定款第 10 条以下

を１条ずつ繰り上げるものです。 



なお、本定款変更は、本臨時株主総会において第１号議案が承認されること、平成 25 年６月 30

日の前日までに本株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていない

ことを条件として、平成 25 年６月 30 日にその効力を生じるものとします。 

（2）定款変更の内容 

   変更の内容は次のとおりです（現行定款中変更のない条文の記載は省略しております）。 

 

（下線部分は変更箇所を示しております） 

現 行 定 款 変 更 案 

（基準日） 

第９条  当会社は、毎年６月 30 日の最終の株

主名簿に記載または記録された議決

権を有する株主をもって、その事業年

度に関する定時株主総会において権

利を行使することができる株主とす

る。 

２ 前項にかかわらず、必要がある場合

は、取締役会の決議によって、予め

公告して、一定の日の最終の株主名

簿に記載または記録された株主また

は登録株式質権者をもって、その権

利を行使することができる株主また

は登録株式質権者とする。 

 

第 10 条～第 48 条（条文省略） 

 

 

（削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条～第 47 条（現行どおり） 

 

（3）日 程 

   定款変更のための臨時株主総会開催日（予定）     平成 25 年４月 24 日（水） 

   定款変更の効力発生日（予定）            平成 25 年６月 30 日（日） 

 

（ご参考） 

  平成 25 年６月期の期末配当につきましては、平成 25 年６月 30 日の最終株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者の皆様に対して、当社からお支払する予定です。 

 

以 上 


